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　次の場合は、使用料の全額または半額を返還
します。
��������

①天災地変等、使用者の責任でない理由により
　使用不可能なとき。
②公益上または管理者の都合により使用許可を
　取り消したとき。
��������

　使用日の14日前までに、使用の取り消しを許
可されたとき。
�������

　営利行為を目的とした使用は、許可していま
せん。
�������	�

※全館禁煙となっています。
※使用時間を守り、使用後は整理整頓および清
　掃を済ませ、利用報告書を管理人へ提出して
　ください。
※詳細については、管理人にご確認ください。

�������４月15日（日）午前中まで
���������４月16日（月）からスタート
①使用申し込みは、使用日を基準にして、その
３カ月前の日の属する月の初日（その日が休
館日であればその翌日）から、地区集会所の受
付窓口で予約ができます。
②申し込みは、直接来館して空室状況を確認し、
所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、利
用料金を添えて管理人へ提出してください。
③電話やファクスによる予約・仮受け付けは、
行いません。
�������　午前９時～正午（木曜日休館）
①午後に管理人が勤務している時は、予約を受
　け付けます。
②申し込み順に受け付けし、午前９時の時点で
　競合した場合は抽選とします。
③使用日の14日前までに申し出があれば、１回
　に限り変更できます。差額は清算します。
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　※自転車等の駐車は、駐輪場をご利用ください。
　※自動車用の駐車場はありません。ご了承ください。
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新
し
く
オ
ー
プ
ン
す
る
「
三
条
集
会
所
」

は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
に
よ
り
建
設
を
一

時
中
断
し
て
い
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
の
ご

協
力
の
も
と
、
こ
の
た
び
完
成
し
ま
し
た
。

　

太
陽
光
パ
ネ
ル
や
Ｌ
Ｅ
Ｄ
仕
様
の
電
灯
、

ミ
ニ
キ
ッ
チ
ン
な
ど
を
備
え
、
地
域
の
交

流
や
文
化
活
動
の
場
と
し
て
、
多
く
の
か

た
が
利
用
し
や
す
い
施
設
と
な
る
よ
う
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

　
「
三
条
集
会
所
」は
、「
芦
屋
市
地
区
集
会

所
運
営
協
議
会

連
合
会
」が
指
定

管
理
者
と
な
り
、

「
芦
屋
市
三
条
地

区
集
会
所
運
営

協
議
会
」が
管
理

運
営
を
し
ま
す
。
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市
内
の
十
三
の
集
会
所
を
運
営
す
る
そ

れ
ぞ
れ
の
運
営
協
議
会
が
集
ま
り
、
連
合
会

を
作
っ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

　

地
域
の「
自
治
会
」・「
老
人
ク
ラ
ブ
」・「
子

ど
も
会
」・「
福
祉
委
員
会
」・「
民
生
児
童
委

員
会
」・「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
」な
ど

の
地
域
団
体
の
役
員
で
構
成
さ
れ
、
三
条
集

会
所
の
運
営
に
あ
た
り
ま
す
。
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������午前７時～午後８時
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